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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡単な構造でありながら、携帯用光源装置を内
視鏡に確実に着脱でき、しかも確実に装着されたか否か
を容易に把握できる内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造
を提供する。
【解決手段】内視鏡に突設した複数の開閉部材２０の内
周面に形成される光源接続用凹部に、ストッパ２８、及
び出没可能にかつ第１の付勢手段Ｓ２によって突出方向
に付勢された抜止部材２７を設け、携帯用光源装置３０
の発光挿入部４３の表面に、突出状態にある抜止部材を
没入方向に押し込みながら乗り越えることができ、かつ
ストッパと抜止部材の間に位置したときにストッパと抜
止部材によって挟持される環状フランジ４４を設ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡に形成した光源接続用凹部と、
　この光源接続用凹部に挿脱される発光挿入部を有する携帯用光源装置と、
　上記光源接続用凹部の周面に突設したストッパと、
　上記光源接続用凹部の周面に設けた、上記ストッパより上記光源接続用凹部の開口端部
側に位置する、該周面から出没可能にかつ第１の付勢手段によって突出方向に付勢された
抜止部材と、
　上記発光挿入部の表面に突設した、突出状態にある上記抜止部材を没入方向に押し込み
ながら乗り越えることができ、かつ上記ストッパと上記抜止部材の間に位置したときに該
ストッパと上記抜止部材によって挟持される被挟持部材と、
　を備えることを特徴とする内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造。
【請求項２】
請求項１記載の内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造において、
　内周面が上記光源接続用凹部を構成する筒状体を周方向に分割した形状であり、該筒状
体の径方向に倒れる方向に回動可能としてその基端部を上記内視鏡に枢着した複数の開閉
部材と、
　隣り合う上記開閉部材どうしを互いの先端部どうしが連続する閉塞位置に向けて付勢し
、かつ上記被挟持部材から上記抜止部材に該抜止部材を没入する方向に力が掛かったとき
に上記第１の付勢手段より先には弾性変形しない第２の付勢手段と、を備える内視鏡と携
帯用光源装置の着脱構造。
【請求項３】
請求項２記載の内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造において、
　上記開閉部材に上記ストッパをそれぞれ設け、各開閉部材が上記閉塞位置に移動したと
きに、各ストッパが連続することにより環状体を構成する内視鏡と携帯用光源装置の着脱
構造。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか１項記載の内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造において、
　上記被挟持部材が環状フランジである内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造。
【請求項５】
請求項１から４のいずれか１項記載の内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造において、
　上記抜止部材が球体である内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造。
【請求項６】
請求項１から５のいずれか１項記載の内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造において、
　複数の上記抜止部材及び第１の付勢手段を上記光源接続用凹部の周方向に並べて設けた
内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯用光源装置を着脱可能な携帯型の内視鏡の従来例としては、例えば特許文献１に記
載されたものがある。
　この内視鏡１の操作部３の側面には雄ねじ部３ｃが設けてあり、携帯用光源装置（バッ
テリ型光源）５はこの雄ねじ部３ｃに螺合可能な取付けネジ２４を具備している。
　従って、携帯用光源装置５の取付けネジ２４のねじ部（内周面）を内視鏡１の雄ねじ部
３ｃに螺合すれば、携帯用光源装置５を内視鏡１に装着することができる。
【特許文献１】特許第３７０８３８７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１のように携帯用光源装置５の取付けネジ２４を内視鏡１の雄ねじ部
３ｃに螺合する作業及び螺合を解除する作業は決して容易ではなく、特に術者が補助者を
おかずに一人で内視鏡１を操作する場合は確実に螺合及び解除を行うのが難しい。
　さらに、携帯用光源装置５の取付けネジ２４と内視鏡１の雄ねじ部３ｃの螺合時に、雄
ねじ部３ｃ及び取付けネジ２４のねじ部（内周面）が取付けネジ２４の外周部によって隠
されてしまうので、術者は螺合状態を全く目視できない。
【０００４】
　本発明は、簡単な構造でありながら、携帯用光源装置を内視鏡に確実に着脱でき、しか
も確実に装着されたか否かを容易に把握できる内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の内視鏡と携帯用光源装置の着脱構造は、内視鏡に形成した光源接続用凹部と、
この光源接続用凹部に挿脱される発光挿入部を有する携帯用光源装置と、上記光源接続用
凹部の周面に突設したストッパと、上記光源接続用凹部の周面に設けた、上記ストッパよ
り上記光源接続用凹部の開口端部側に位置する、該周面から出没可能にかつ第１の付勢手
段によって突出方向に付勢された抜止部材と、上記発光挿入部の表面に突設した、突出状
態にある上記抜止部材を没入方向に押し込みながら乗り越えることができ、かつ上記スト
ッパと上記抜止部材の間に位置したときに該ストッパと上記抜止部材によって挟持される
被挟持部材と、を備えることを特徴としている。
【０００６】
　内周面が上記光源接続用凹部を構成する筒状体を周方向に分割した形状であり、該筒状
体の径方向に倒れる方向に回動可能としてその基端部を上記内視鏡に枢着した複数の開閉
部材と、隣り合う上記開閉部材どうしを互いの先端部どうしが連続する閉塞位置に向けて
付勢し、かつ上記被挟持部材から上記抜止部材に該抜止部材を没入する方向に力が掛かっ
たときに上記第１の付勢手段より先には弾性変形しない第２の付勢手段と、を備えるのが
好ましい。
【０００７】
　上記開閉部材に上記ストッパをそれぞれ設け、各開閉部材が上記閉塞位置に移動したと
きに、各ストッパが連続することにより環状体を構成するのが好ましい。
【０００８】
　上記被挟持部材が環状フランジであるのが好ましい。
【０００９】
　上記抜止部材が球体であるのが好ましい。
【００１０】
　複数の上記抜止部材及び第１の付勢手段を上記光源接続用凹部の周方向に並べて設ける
のが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、内視鏡に形成した光源接続用凹部に携帯用光源装置の発光挿入部を挿
入すると、発光挿入部に設けた被挟持部材が光源接続用凹部に設けた抜止部材を第１の付
勢手段の付勢力に抗して没入方向に押し込むので、被挟持部材は抜止部材を乗り越えるこ
とができる。そして、抜止部材を乗り越えた被挟持部材がストッパと抜止部材の間に位置
すると、抜止部材が第１の付勢手段の付勢力により再び突出状態になるので、ストッパと
抜止部材によって発光挿入部の被挟持部材が挟持される。従って、内視鏡に携帯用光源装
置を簡単に取り付けることができる。
　さらに、ストッパと抜止部材によって発光挿入部の被挟持部材が挟持された状態で、発
光挿入部を光源接続用凹部に対して引き抜き方向に移動させると、被挟持部材が抜止部材
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を第１の付勢手段の付勢力に抗して没入方向に押し込みながら乗り越えるので、発光挿入
部を光源接続用孔から簡単に引き抜くことが出来る。
　しかも、携帯用光源装置の光源接続用凹部に対する相対位置を目視により確認でき、さ
らに係止部材が保持用凹部に係合したときにクリック感を感じるられるので、術者（作業
者）は携帯用光源装置と内視鏡の接続状態を容易に把握することができる。
　さらに、本発明の取付構造は簡単な構造なので、低コストで実現できる。
【００１２】
　請求項２のように構成すれば、光源接続用凹部に固定された発光挿入部（携帯用光源装
置）を捻りながら引き抜き方向に移動させると、第１の付勢手段の付勢力に抗して抜止部
材が没入方向に押し込まれるだけでなく、複数の開閉部材が第２の付勢手段の付勢力に抗
して倒れる方向（開放方向）に回動するので、被挟持部材が抜止部材を乗り越える際に抜
止部材（第１の付勢手段）から受ける付勢力が小さくなる。従って、ストッパと抜止部材
によって被挟持部材が挟持された携帯用光源装置を光源接続用凹部からより簡単に引き抜
くことができる。
【００１３】
　請求項３または４のように構成すれば、発光挿入部を光源接続用凹部に挿入すると、被
挟持部材とストッパが必ず当接するので、発光挿入部を光源接続用凹部により簡単に固定
できる。さらに、被挟持部材とストッパのいずれか一方の全周に他方が当接するので、発
光挿入部と光源接続用凹部の接合状態をより確実に保持できる。
【００１４】
　請求項５のように構成すれば、発光挿入部に設けた被挟持部材が光源接続用凹部に設け
た抜止部材を乗り越え易くなるので、発光挿入部を光源接続用凹部により着脱し易くなる
。
【００１５】
　請求項６のように構成すれば、抜止部材による被挟持部材の保持力が強固になるので、
発光挿入部と光源接続用凹部の接合状態をより保持し易くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
　図１に示すように、本実施形態の内視鏡１０は医療用の携帯型の内視鏡であり、操作者
が把持する操作部１１と、操作部１１から前方に延出する可撓性のある挿入部１２と、操
作部１１の後端部に連続する接眼部１３と、を備えている。挿入部１２の先端面には図示
を省略した照明用レンズと対物レンズが設けてあり、操作部１１及び挿入部１２の内部に
はその先端が照明用レンズに接続する導光ファイバ１４と、その先端が対物レンズに接続
し後端が接眼部１３に接続するイメージガイドファイバ（図示略）が配設してある。後述
するランプ３６から導光ファイバ１４に光が供給されると、この光は導光ファイバ１４及
び照明用レンズを介して挿入部１２の先端面から外部に照射される。さらに、対物レンズ
で被写体（患者の患部等）を観察すると、この被写体像が対物レンズ及びイメージガイド
ファイバを介して接眼部１３に伝わるので、術者は接眼部１３を覗くことにより被写体像
を観察できる。
【００１７】
　図２から図５に示すように操作部１１の側面には環状部材である固定座１５が固定して
あり、固定座１５の内周孔に嵌合固定されたレンズ支持部材１６には導光ファイバ１４の
端部に接続する集光レンズＬ１が固定してある。
　固定座１５の端面には周方向に等角度間隔で４組の支持突片１７が対をなす態様で突設
してある（図５では一組のみ図示）。さらに、対をなす支持突片１７同士は円柱形状のヒ
ンジ軸１８によって連結されている。
　４つのヒンジ軸１８には４つの開閉部材２０の基端部に設けた枢着孔２１がそれぞれ回
転可能に枢着されている。４つの開閉部材２０は総て同一仕様であり、各開閉部材２０の
断面形状は中心角９０°の円弧である。従って、図２に示すように４つの開閉部材２０が
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、操作部１１に対して略直交する閉塞位置まで回転すると、隣り合う開閉部材２０の側面
同士が接触するので（図５参照）、各開閉部材２０のそれ以上の径方向内側への回転は規
制され、図２及び図５に示すように４つの開閉部材２０が筒状体を構成する。
　さらに図５に示すように、各開閉部材２０の側面（端面）には端面凹部２２が凹設して
あり、各開閉部材２０が閉塞位置まで回転すると、隣り合う開閉部材２０の隣り合う側面
の端面凹部２２が互いに連通し一つの連続する空間を形成する。図５に示すように、各開
閉部材２０が閉塞位置に位置したときに隣り合う一対の端面凹部２２には引張ばね（第２
の付勢手段）Ｓ１が配設してあり、各引張ばねＳ１の両端部は、各端面凹部２２に突設し
た係止ピン２３に係止されている。各開閉部材２０が閉塞位置に位置したとき、各引張ば
ねＳ１には付勢力（引張力）が生じている。
【００１８】
　各開閉部材２０の内周面２４の断面形状は中心角が９０°の円弧であり、図５に示すよ
うに各開閉部材２０が閉塞位置に位置すると４つの内周面２４が連続することにより一つ
の円筒面（光源接続用凹部）を構成する。
　各内周面２４の周方向の中央部にはそれぞれ収納凹部２５が径方向外向きに凹設してあ
り、各収納凹部２５の開口端部には環状の内方フランジ２６が突設してある。各収納凹部
２５の内部には、収納凹部２５の内径より小径かつ内方フランジ２６の内径より大径の金
属球（抜止部材）２７が移動可能に配設してある。さらに、収納凹部２５の底面と金属球
２７の間には各金属球２７を径方向内向きに移動付勢する圧縮コイルばね（第１の付勢手
段）Ｓ２が縮設してある。この圧縮コイルばねＳ２のばね定数は引張ばねＳ１のばね定数
より小さい。
　さらに、各内周面２４には中心角が９０°の円弧形状のストッパ２８が突設してあり、
図５に示すように各開閉部材２０が閉塞位置に位置すると４つのストッパ２８が連続する
ことにより一つの環状体を構成する。
【００１９】
　開閉部材２０によって構成される筒状体に着脱される携帯用光源装置３０は、図２から
図４に示すように中空の筒状体である。携帯用光源装置３０は大きな構成要素として基部
３１と、基部３１の開口端部に着脱自在な蓋部３２と、を有している。基部３１の内部に
は乾電池Ｂを収納するための電池収納空間３３が形成してあり、電池収納空間３３の一方
の端部には乾電池Ｂの陽極と接触する陽極側電気接片３５が設けてある。基部３１の開閉
部材２０側の端部には３枚のレンズからなる集光レンズＬ２が設けてある。さらに、基部
３１の内部空間には、集光レンズＬ２と陽極側電気接片３５の間に位置するランプ３６が
設けてある。このランプ３６の陽極は陽極側電気接片３５と電気的に接続している。
【００２０】
　蓋部３２の内部には、蓋部３２を基部３１に装着したときに乾電池Ｂの陰極と接触する
陰極側電気接片３７が設けてある。さらに蓋部３２の内部には、陰極側電気接片３７及び
ランプ３６の陰極と接続する内部スイッチ３９が設けてある。この内部スイッチ３９は、
そのボタン４０が一回押し込まれるごとに、ランプ３６の陰極と陰極側電気接片３７の間
の電気の流れを許容するＯＮ状態と、ランプ３６の陰極と陰極側電気接片３７の間の電気
の流れを遮断するＯＦＦ状態とに切り替わる。蓋部３２の端部には、蓋部３２に対して蓋
部３２の軸線方向にスライド可能なスライドスイッチ４２が設けてある。このスライドス
イッチ４２は圧縮コイルばねＳ３によって常に突出方向に付勢されている。このスライド
スイッチ４２を圧縮コイルばねＳ３の付勢力に抗して押し込むと、スライドスイッチ４２
によってボタン４０が押し込まれるので、スライドスイッチ４２を一回押し込むごとに内
部スイッチ３９がＯＮ状態とＯＦＦ状態に切り替わる。
【００２１】
　基部３１の開閉部材２０側の端部近傍部分である挿入部（発光挿入部）４３の断面形状
は円形であり、その外径は４つの開閉部材２０が閉塞位置に位置したときに４つのストッ
パ２８によって構成される上記環状体の内径より小径である。
　挿入部４３の外周面には円周形状の環状フランジ（被挟持部材）４４が突設してある。
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この環状フランジ４４の外径は、４つのストッパ２８によって構成される上記環状体の内
径より大径である。
【００２２】
　次に内視鏡１０と携帯用光源装置３０の着脱要領及び、装着時における携帯用光源装置
３０の使用要領について説明する。
　最初に携帯用光源装置３０の内視鏡１０への装着要領について説明する。
　まず、基部３１から蓋部３２を取り外した状態で基部３１の電池収納空間３３に乾電池
Ｂを収納し、その後に基部３１に蓋部３２を接続する。
　そして、図２に示すように携帯用光源装置３０の挿入部４３を内視鏡１０の４つの開閉
部材２０によって構成された筒状体に接近させて、挿入部４３をそのまま該筒状体の内部
空間に挿入する（このとき、携帯用光源装置３０の４つの金属球２７は圧縮コイルばねＳ
２によって径方向内向きに付勢されることにより対応する内方フランジ２６に当接し、そ
れ以上の径方向内側への移動が規制されている）。４つの金属球２７に内接する仮想内接
円の直径より環状フランジ４４の外径が大きいので、環状フランジ４４が金属球２７の位
置まで達すると、環状フランジ４４は各金属球２７を径方向外側に押圧する。すると、引
張ばねＳ１は変形せずに（伸びずに）圧縮コイルばねＳ２が圧縮するので、図４に示すよ
うに各開閉部材２０の位置は変わらずに各金属球２７が各収納凹部２５内に没入し、やが
て環状フランジ４４が各金属球２７を乗り越える。
　環状フランジ４４が金属球２７を完全に乗り越えると環状フランジ４４はストッパ２８
と金属球２７の間に位置し、環状フランジ４４の操作部１１側の面全周にストッパ２８が
当接する。さらに、引張ばねＳ１の付勢力によって各開閉部材２０が再び閉塞位置に復帰
し、かつ圧縮コイルばねＳ２の付勢力によって金属球２７が内方フランジ２６に再び当接
し、金属球２７が環状フランジ４４の反対（蓋部３２）側の面に接触する。
　このように環状フランジ４４を４つのストッパ２８と４つの金属球２７が挟持すること
により、携帯用光源装置３０と４つの開閉部材２０によって構成される筒状体の接続状態
が保持される。しかも、各金属球２７が圧縮コイルばねＳ２の付勢力によって対応する内
方フランジ２６に当接するので、各金属球２７の各収納凹部２５に対する相対位置は安定
する。従って、携帯用光源装置３０を意図的に図３の右側に移動させない限り、各開閉部
材２０が引張ばねＳ１の付勢力に抗して開く方向に回動したり、各金属球２７が圧縮コイ
ルばねＳ２の付勢力に抗して径方向外側に移動することはないので、挿入部４３が不意に
抜け出すことはない。
　このように携帯用光源装置３０を開閉部材２０によって構成される筒状体に接続した状
態で、携帯用光源装置３０のスライドスイッチ４２を圧縮コイルばねＳ３の付勢力に抗し
て一回押し込めば内部スイッチ３９がＯＦＦ状態からＯＮ状態に切り替わるのでランプ３
６が点灯する。ランプ３６で発生した光は集光レンズＬ２及び集光レンズＬ１を介して導
光ファイバ１４に伝わり、内視鏡１０の挿入部１２の先端に設けた上記照明用レンズから
外部に照射される。
【００２３】
　次に、携帯用光源装置３０の内視鏡１０からの取り外し要領について説明する。
　このように携帯用光源装置３０の挿入部４３が開閉部材２０によって構成される筒状体
に保持された状態から、携帯用光源装置３０を図３の右側に移動させると、圧縮コイルば
ねＳ２が圧縮方向に弾性変形し金属球２７が対応する収納凹部２５の底部側に押し込まれ
、やがて環状フランジ４４が各金属球２７を乗り越える。従って、携帯用光源装置３０を
図３の右側にさらに移動させると、携帯用光源装置３０の挿入部４３が４つの開閉部材２
０の内部から完全に引き出され、さらに圧縮コイルばねＳ２の付勢力によって各金属球２
７が元の位置に復帰する。
　このように開閉部材２０によって構成された筒状体から携帯用光源装置３０を簡単に取
り外すことができる。
【００２４】
　さらに、携帯用光源装置３０を開閉部材２０によって構成される筒状体から引き抜く際
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に、携帯用光源装置３０をその軸線回りに回転させながら（捻りながら）図３の右側に引
き抜くと、図６に示すように特定の金属球２７（図６の上側の金属球２７）が収納凹部２
５内に押し込まれ、この金属球２７を付勢している圧縮コイルばねＳ２がある程度圧縮す
ることにより圧縮コイルばねＳ２が生み出す付勢力が引張ばねＳ１の付勢力より大きくな
ると、環状フランジ４４の上記特定の金属球２７との接触部を「支点」とし、環状フラン
ジ４４の開閉部材２０（図６の下側の開閉部材２０）の内周面との接触点を「作用点」と
するテコの原理により、各開閉部材２０が円滑に開き方向に回転する。従って、携帯用光
源装置３０を開閉部材２０によって構成された筒状体から直線的に引き抜く場合に比べて
、携帯用光源装置３０を開閉部材２０の筒状体からより簡単に引き抜くことができる。
【００２５】
　以上説明したように本実施形態によれば、携帯用光源装置３０を開閉部材２０によって
構成される筒状体に対して簡単に着脱できるので、仮に術者が補助者を伴わずに一人で診
察を行う場合であっても、術者は携帯用光源装置３０を内視鏡１０に簡単かつ円滑に着脱
できる。
　しかも、術者は環状フランジ４４が金属球２７を乗り越えることによりクリック感を感
じることができ、このクリック感により携帯用光源装置３０と内視鏡１０の接続状態を把
握することができる。さらに、携帯用光源装置３０の開閉部材２０によって構成される筒
状体に対する相対位置を目視することにより、環状フランジ４４がストッパ２８と各金属
球２７によって挟持されたことを把握できるので、術者は目視によっても携帯用光源装置
３０と内視鏡１０の接続状態を把握することができる。このように術者は従来技術に比べ
て携帯用光源装置３０と内視鏡１０が接続したことをより容易に把握することが可能であ
る。
　さらに、本発明の内視鏡１０と携帯用光源装置３０の取付構造は簡単な構造なので、低
コストで実現することができる。
【００２６】
　以上、上記実施形態を利用して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではなく、様々な変更を施しながら実施可能である。
　例えば、開閉部材２０、収納凹部２５、金属球２７、引張ばねＳ１及び圧縮コイルばね
Ｓ２を周方向に９０°間隔で４つとしたが、これらの数は４つ以外の複数で構わない。さ
らに、保持力が小さくなってしまうが、いずれか一つの開閉部材２０のみに収納凹部２５
、金属球２７及び圧縮コイルばねＳ２を設けて実施してもよい。
　また、各開閉部材２０にストッパ２８を設けずに、例えば一つの開閉部材２０のみにス
トッパ２８を設けて実施してもよい。
　なお、本実施形態の内視鏡１０は医療用の内視鏡であるが、工業用の内視鏡等、用途の
異なる内視鏡にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態の内視鏡の全体図である。
【図２】光源取付部に携帯用光源装置を接続しようとする状態の横断平面図である。
【図３】光源取付部に携帯用光源装置を接続したときの図２と同様の横断平面図である。
【図４】光源取付部から携帯用光源装置を取り除こうとするときの図２と同様の横断平面
図である。
【図５】一つの開閉部材を取り除いて示す図２のＶ－Ｖ矢線に沿う断面図である。
【図６】光源取付部から携帯用光源装置を捻じりながら取り除こうとするときの図４と同
様の横断平面図である。
【符号の説明】
【００２８】
１０　　内視鏡
１１　　操作部
１２　　挿入部
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１３　　接眼部
１４　　導光ファイバ
１５　　固定座
１６　　レンズ支持部材
１７　　支持突片
１８　　ヒンジ軸
２０　　開閉部材
２１　　枢着孔
２２　　端面凹部
２３　　係止ピン
２４　　内周面
２５　　収納凹部
２６　　内方フランジ
２７　　金属球（抜止部材）
２８　　ストッパ
３０　　携帯用光源装置
３１　　基部
３２　　蓋部
３３　　電池収納空間
３５　　陽極側電気接片
３６　　ランプ
３７　　陰極側電気接片
３９　　内部スイッチ
４０　　ボタン
４２　　スライドスイッチ
４３　　挿入部（発光挿入部）
４４　　環状フランジ（被挟持部材）
Ｂ　　　乾電池
Ｌ１　　集光レンズ
Ｌ２　　集光レンズ
Ｓ１　　引張ばね（第２の付勢手段）
Ｓ２　　圧縮コイルばね（第１の付勢手段）
Ｓ３　　圧縮コイルばね
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